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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 

公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について 

 

 

標記につきまして、厚生労働省保険局医療課より別添のとおり連絡がありましたの

でお知らせいたします。 

新型コロナウイルス感染症の公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報

酬明細書の記載等については、令和２年５月１日付け日薬業発第60号にてお知らせし

たところです。 

今般、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律上の位置づけが５類感染症に変更された後の患者等に対する公費支援の取

扱いが示され、当該取扱いに伴い、保険薬局による当該金額の請求に係る診療報酬明

細書の記載等が別添の通り示されました。 

記載等については、新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部

を補助する公費及び新型コロナウイルス感染症の治療薬に要した費用の全額を補助す

る公費の２種類とすることや、新型コロナウイルス感染症の治療薬を算定する場合は、

保険薬局等の所在地に対応する全額補助の公費負担者番号を記載すること等が示され

ているほか、公費負担医療の受給者番号、特記事項や療養給付の欄等についても取扱

い示されております。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し

上げます。 
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